
                 JAFPE 防火技術者認定における           

「過去の実績に基づくポイント」に関する細則 

 

特定非営利法人日本防火技術者協会「JAFPE 防火技術者資格認定制度に関する規則」第 6

条②に基づく「過去の実績に基づくポイント」を次のように定める。 

（ポイントの設定） 

第 1 条 実績ポイントは高度の専門知識の評価を目的とし、以下の項目を対象とする。 

1. 履修実績ポイント 

過去に受けた教育課程（学士、修士、博士）毎に、防火関連の教育を受けた者は 10 ポイ

ント、その他は 5 ポイント。 

なお防火関連の教育とは卒業論文、修士論文、博士論文のテーマが防火関連であること

で、教育課程（博士）には論文博士を含む。 

 
2. 業務実績ポイント  

ア. 防火設計実績：最大 60 ポイント 

防火に係る大臣認定（建築基準法ルート C、消防法第 17 条第 3 項適用物件）、旧建築基

準法第 38 条認定、建築防災計画評定、およびこれらに類する実績。 

各項目 1 件に付き 5 ポイント。ただし計画内容に特殊性、新規性等が認められる実績に

ついては 1 件につき 10 ポイント。 

イ.  防火業務実績：最大 60 ポイント 

消防防災設計・開発・製造、消防法施行令第 32 条・特殊消防用設備等関連業務実績、 

消防関係審査業務。 

各項目 1 件に付き 5 ポイント。ただし業務内容に特殊性、新規性等が認められる実績に

ついては 1 件につき 10 ポイント。 

ウ.  防火法令関係業務：最大 60 ポイント 

消防計画、予防業務、確認業務等。 

業務実績 5 年以上：10 ポイント、10 年：30 ポイント、15 年以上：60 ポイント 

エ.  防火教育実績：最大 60 ポイント 

防火に関して専従で教育を行なった実績。 

教育実績 5 年以上：10 ポイント、10 年以上：30 ポイント、15 年以上：60 ポイント 

6. オ. 防火研究実績：最大 40 ポイント 

    各項目 1 件に付き以下のポイント。 

               主研究者、     補助研究者 

査読論文   10               5 

一般論文       5                 3  一般論文は投稿論文、シンポジウム発表も含む。 

カ. 損害防止、維持管理業務、火災調査、火災リスク評価：最大 60 ポイント 

損害防止、維持管理、火災調査、火災リスク評価等の業務 

業務実績 5 年以上：10 ポイント、10 年：30 ポイント、15 年以上：60 ポイント 

 



3. 保有資格、表彰等：最大 20 ポイント 

以下に示す既保有資格 1 件に付き 10 ポイント。その他は 5 ポイント 

一級建築士、甲種特類消防設備士、技術士、建築設備士、その他これらと同等の資格。 

防火に関する公的機関からの表彰歴 1 件に付き 10 ポイント。 

 

4. 社会貢献等：最大 30 ポイント 

・ 公的委員会：国または都道府県あるいはそれらと同等の機関から委嘱された火災に関する委

員会委員の実績。 

・ 図書の執筆：火災に関する図書の執筆、あるいは雑誌等への投稿。 

・ 教育支援等：大学等の非常勤講師あるいは社会啓蒙のための講演等防火教育に資する業務実

績。 

・ 災害支援：災害調査、復興・復旧等に対する支援の実績。 

・ その他、社会貢献に資すると認定委員会が認めた業務実績。 

各項目 1 件に付き 5 ポイント。 

 

5. その他 

・ 申請者はポイントに該当する項目については、必要に応じ証明書、実績の概要を提出する。 

・ 米国 PE（防火部門）の保有者は 50 ポイント加算できる。 

・ 防火技術者協会への貢献は、程度に応じ 5～10 ポイント加算できる。 

 

（第 1 条に該当しない場合の措置） 

第2条 「その他の防火関連業務」、「同等性の評価」等は認定委員会の審議により決定する。 

 
（認定分野ごとに必要とする実績） 

第3条 申請する「認定分野」毎に業務実績ポイントが 40 ポイント以上の実績を保有するこ

と。 

（細則の変更） 

第4条 この細則の変更は理事会の議決を経るものとする。 

 
（附則） 

1． この細則は平成 26 年 1 月 10 日より施行する。 

2． 平成 27 年 7 月 1 日改正。 

 


